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１【提出理由】

　平成27年８月28日（金）開催の本投資法人第８回投資主総会において、運用に関する基本方針等を含む本投資法人の

「規約」の一部変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関

する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

（１）変更の内容についての概要

　本投資主総会で承認された「規約」変更のうち、運用に関する基本方針等に関する変更の内容は以下の記載のとおりで

す。

 

規約　新旧対照表

（下線は変更部分を示します。）

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

（投資態度） （投資態度）

第27条　（記載省略） 第27条　（現行のとおり）

２．本投資法人は、その有する資産の総額のうち

に占める租税特別措置法施行規則第22条の19

に規定する不動産等の価額の割合を100分の

70以上となるように運用します。

２．（削除）

３．本投資法人の投資する不動産（本項において

は、不動産を除く不動産等、不動産対応証

券、特定社債券及び不動産関連ローン等資産

（第28条第４項に定義します。以下同じ。）

の各裏付けとなる不動産を含みます。）の用

途は、商業施設、オフィスビル、ホテル、住

居、その他とし、投資対象地域は主として、

首都圏並びに政令指定都市をはじめとする日

本全国の主要都市及びそれぞれの周辺部とし

ます。

２．本投資法人の投資する不動産（本項において

は、不動産を除く不動産等（第28条第２項各

号に掲げる資産をいいます。以下同じで

す。）、不動産対応証券（第28条第３項に定

義します。また、権利を表示する証券が発行

されていない場合には、当該証券に表示され

るべき権利を含みます。以下同じです。）、

特定社債券及び不動産関連ローン等資産（第

28条第４項第６号に定義します。以下同じで

す。）の各裏付けとなる不動産を含みま

す。）の用途は、商業施設、オフィスビル、

ホテル、住居、その他とし、投資対象地域は

主として、首都圏並びに政令指定都市をはじ

めとする日本全国の主要都市及びそれぞれの

周辺部とします。また、インフラ等関連資産

（第28条第４項第13号に定義します。以下同

じです。）の投資対象地域は日本国内に限る

ものとします（なお、インフラ等関連資産の

各裏付けとなる資産を含みます。）。

４．本投資法人は、不動産等、不動産対応証券、

特定社債券及び不動産関連ローン等資産への

投資に際しては、十分なデュー・デリジェン

ス（詳細調査等）を実施し、その投資価値を

見極めた上で、投資環境等に応じてその投資

を決定します。

３．本投資法人は、不動産等、不動産対応証券、

特定社債券、不動産関連ローン等資産及びイ

ンフラ等関連資産への投資に際しては、十分

なデュー・デリジェンス（詳細調査等）を実

施し、その投資価値を見極めた上で、投資環

境等に応じてその投資を決定します。
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変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

５．本投資法人は、その資産の運用にあたって

は、第28条第２項に掲げる資産のうち不動産

及び不動産を信託する信託の受益権への投資

を基本としますが、投資環境、資産規模等に

よっては、その他の不動産等（第28条第２項

に掲げる資産のうち不動産及び不動産を信託

する信託の受益権を除いたものをいいま

す。）、不動産対応証券、特定社債券又は不

動産関連ローン等資産への投資を行います。

４．本投資法人は、その資産の運用にあたって

は、第28条第２項に掲げる資産のうち不動産

及び不動産を信託する信託の受益権への投資

を基本としますが、投資環境、資産規模等に

よっては、その他の不動産等（第28条第２項

に掲げる資産のうち不動産及び不動産を信託

する信託の受益権を除いたものをいいま

す。）、不動産対応証券、特定社債券又は不

動産関連ローン等資産への投資を行います。

また、上記のほか、市況動向、政治経済情

勢、インフラ市場動向等に鑑み、場合によっ

ては、インフラ等関連資産への投資を行うこ

ともできるものとします。

６．本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証

券（投信法において定義される意味を有しま

す。以下同じ。）に係る償還金、利子等、匿

名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸

収入その他収入金を再投資することができる

ものとします。

５．本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証

券（投信法において定義される意味を有しま

す。以下同じです。）に係る償還金、利子

等、匿名組合出資持分に係る分配金、不動産

の賃貸収入その他収入金を再投資することが

できるものとします。

（資産運用の対象とする資産の種類） （資産運用の対象とする資産の種類）

第28条　（記載省略） 第28条　（現行のとおり）

２．不動産等とは次に掲げるものをいいます。 ２．不動産等とは次に掲げるものをいいます。

（１）～（５）（記載省略） （１）～（５）（現行のとおり）

（６）当事者の一方が相手方の行う上記第１

号から第５号までに掲げる資産の運用

のために出資を行い、相手方がその出

資された財産を主として当該資産に対

する投資として運用し、当該運用から

生じる利益の分配を行うことを約する

契約に係る出資の持分（以下「不動産

に関する匿名組合出資持分」といいま

す。）

（６）当事者の一方が相手方の行う第１号か

ら第５号までに掲げる資産の運用のた

めに出資を行い、相手方がその出資さ

れた財産を主として当該資産に対する

投資として運用し、当該運用から生じ

る利益の分配を行うことを約する契約

に係る出資の持分（以下「不動産に関

する匿名組合出資持分」といいま

す。）

（７）（記載省略） （７）（現行のとおり）

（８）（ア）（記載省略） （８）（ア）（現行のとおり）

（イ）外国の法令に準拠して組成され

た第５号から第７号若しくは本

号（ア）に掲げる資産と同様の

性質を有する資産

（イ）外国の法令に準拠して組成され

た第５号から第７号まで又は本

号（ア）に掲げる資産と同様の

性質を有する資産

３．（記載省略） ３．（現行のとおり）

４．本投資法人は、上記に掲げる資産を主要投資

対象とするほか、次に掲げる特定資産に投資

することができます。

４．本投資法人は、上記に掲げる資産に加え、次

に掲げる特定資産に投資することができま

す。

（ア）預金 （１）預金

（イ）コールローン （２）コールローン

（ウ）特定社債券（資産流動化法に定めるも

のをいいます。）

（３）特定社債券（資産流動化法に定めるも

のをいいます。）

 

EDINET提出書類

ユナイテッド・アーバン投資法人(E13756)

臨時報告書（内国特定有価証券）

3/6



 

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

（エ）本条第２項第１号から第５号まで又は

第７号に掲げる資産に投資することを目

的とする特定目的会社（資産流動化法に

定めるものをいいます。）、特別目的会

社その他これらに類する形態の法人等に

対する貸付債権等の金銭債権（以下「不

動産関連ローン等金銭債権」といいま

す。）

（４）本条第２項第１号から第５号まで又は

第７号に掲げる資産に投資することを目

的とする特定目的会社（資産流動化法に

定めるものをいいます。）、特別目的会

社その他これらに類する形態の法人等に

対する貸付債権等の金銭債権（以下「不

動産関連ローン等金銭債権」といいま

す。）

（オ）不動産関連ローン等金銭債権に投資す

ることを目的とする合同会社が発行する

社債券

（５）不動産関連ローン等金銭債権に投資す

ることを目的とする合同会社が発行する

社債券

（カ）不動産関連ローン等金銭債権を主とし

て信託財産とする信託の受益権（以下、

上記（エ）乃至（カ）を総称して「不動

産関連ローン等資産」といいます。）

（６）不動産関連ローン等金銭債権を主とし

て信託財産とする信託の受益権（以下、

第４号から第６号までを総称して「不動

産関連ローン等資産」といいます。）

（キ）有価証券（第２項乃至第４項に明記さ

れるものを除きます。）

（７）有価証券（第２項から第４項までに明

記されるものを除きます。）

（ク）金銭債権（投資信託及び投資法人に関

する法律施行令において定義される意味

を有します。但し、本項に定めるものを

除きます。以下同じ。）

 

（８）金銭債権（投資信託及び投資法人に関

する法律施行令（以下「投信法施行令」

といいます。）において定義される意味

を有します。但し、本項に定めるものを

除きます。以下同じです。）

（ケ）デリバティブ取引（投信法において定

義される意味を有します。以下同じ。）

に係る権利

（９）デリバティブ取引（投信法において定

義される意味を有します。以下同じで

す。）に係る権利

（新設） （10）再生可能エネルギー発電設備（投信法

施行令において定義される意味を有しま

す。）

 （11）公共施設等運営権（投信法施行令にお

いて定義される意味を有します。）

 （12）当事者の一方が相手方の行う第10号又

は第11号に掲げる資産の運用のために出

資を行い、相手方がその出資された財産

を主として当該資産に対する投資として

運用し、当該運用から生じる利益の分配

を行うことを約する契約に係る出資の持

分

 （13）第10号又は第11号に掲げる資産に投資

することを目的とする特定目的会社（資

産流動化法に定めるものをいいま

す。）、特別目的会社その他これらに類

する形態の法人等の株式若しくは出資

（有価証券に該当しないものを除きま

す。）、又はこれらの会社若しくは法人

等に対する貸付債権等の金銭債権（以

下、第10号から第13号までを総称して

「インフラ等関連資産」といいます。）

 

EDINET提出書類

ユナイテッド・アーバン投資法人(E13756)

臨時報告書（内国特定有価証券）

4/6



 

変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

５．本投資法人は、第２項乃至第４項に定める特

定資産のほか、以下に掲げる資産に投資する

ことがあります。但し、第26条に定める資産

運用の基本方針のために必要若しくは有用と

認められる場合又は本投資法人の組織運営に

必要若しくは有用と認められる場合（本投資

法人の商号に係る商標権等に投資する場合を

含みます。）に投資できるものとします。

５．本投資法人は、第２項から第４項までに定め

る特定資産のほか、以下に掲げる資産に投資

することがあります。但し、第26条に定める

資産運用の基本方針のために必要若しくは有

用と認められる場合又は本投資法人の組織運

営に必要若しくは有用と認められる場合（本

投資法人の商号に係る商標権等に投資する場

合を含みます。）に投資できるものとしま

す。

（ア）商標法に基づく商標権等（商標権又は

その専用使用権若しくは通常使用権をい

います。）

（１）商標法に基づく商標権等（商標権又は

その専用使用権若しくは通常使用権をい

います。）

（イ）温泉法において定める温泉の源泉を利

用する権利及び当該温泉に関する設備

（２）温泉法において定める温泉の源泉を利

用する権利及び当該温泉に関する設備

（ウ）著作権法に定める著作権等 （３）著作権法に定める著作権等

（エ）民法上の動産 （４）民法上の動産（再生可能エネルギー発

電設備に該当するものを除きます。）

（オ）民法上の地役権 （５）民法上の地役権

（カ）資産流動化法において定める特定出資 （６）資産流動化法において定める特定出資

（キ）地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく算定割当量、その他これに類似す

る排出量又は排出権等（温室効果ガスに

関する排出権を含む。）

（７）地球温暖化対策の推進に関する法律に

基づく算定割当量、その他これに類似す

る排出量又は排出権等（温室効果ガスに

関する排出権を含む。）

（ク）信託財産として上記（ア）乃至（キ）

を信託する信託の受益権

（８）信託財産として第１号から第７号まで

を信託する信託の受益権

（ケ）上記（ア）乃至（ク）のほか、不動産

等又は不動産対応証券の投資に付随して

取得が必要又は有用となるその他の権利

（９）第１号から第８号までのほか、不動産

等、不動産対応証券、不動産関連ローン

等資産又はインフラ等関連資産の投資に

付随して取得が必要又は有用となるその

他の権利

（コ）外国の法令に基づく上記（ア）乃至

（ケ）に掲げる資産と同様の性質を有す

る資産

（10）外国の法令に基づく第１号から第９号

までに掲げる資産と同様の性質を有する

資産

（資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運

用報酬の支払に関する基準）

（資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運

用報酬の支払に関する基準）

第41条（記載省略） 第41条（現行のとおり）

１）本投資法人は、資産運用会社と締結した

資産運用委託契約の定めにより資産運用報

酬を支払います。かかる運用報酬は、以下

の算式にて算出された金額（円単位未満切

捨て）及びこれに係る消費税相当額の合計

額となります。その支払時期は評価した各

月の最終営業日までとします。なお、以下

の算式における物件償却前価額総額とは、

本投資法人が各該当月末日時点において保

有する不動産等、不動産対応証券、特定社

債券又は不動産関連ローン等資産の取得価

額の総額を意味するものとします。

（１）本投資法人は、資産運用会社と締結した

資産運用委託契約の定めにより資産運用報

酬を支払います。かかる運用報酬は、以下

の算式にて算出された金額（円単位未満切

捨て）及びこれに係る消費税相当額の合計

額となります。その支払時期は評価した各

月の最終営業日までとします。なお、以下

の算式における取得価格総額とは、本投資

法人が各該当月末日時点において保有する

不動産等、不動産対応証券、特定社債券、

不動産関連ローン等資産又はインフラ等関

連資産の取得価格（売買取引以外の場合に

は、出資金額や引受価格等の当該特定資産

の取得の対価となる価格。）の総額を意味

するものとします。
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変　　　更　　　前 変　　　更　　　後

 

（前前月物件償却前価額総額+前月物件償却前価額総

額）×0.6％

12×２

 

 

（前々月末取得価格総額＋前月末取得価格総額）

×0.6％

12×２

 

２）本投資法人は、第28条第２項に定める不

動産等、同第３項に定める不動産対応証

券、並びに同第４項に定める特定社債券及

び不動産関連ローン等資産の特定資産を取

得又は譲渡した場合（合併に伴う取得又は

譲渡は除きます。本号において以下同

じ。）、資産運用会社と締結した資産運用

委託契約の定めにより、取得又は譲渡報酬

を支払います。かかる報酬はその売買代金

等（売買取引以外の場合には、出資価格や

引受価格等の当該特定資産の取得又は譲渡

の対価となる価格を含みます。）に0.8％

を乗じた額（円単位未満切捨て）及びこれ

に係る消費税相当額の合計額とし、取得又

は譲渡の日（所有権移転等の権利移転の効

果が発生した日）の属する月の月末から

３ヶ月以内に支払うものとします。

（２）本投資法人は、第28条第２項に定める不

動産等、同第３項に定める不動産対応証

券、並びに同第４項に定める特定社債券、

不動産関連ローン等資産及びインフラ等関

連資産の特定資産を取得又は譲渡した場合

（合併に伴う取得又は譲渡は除きます。本

号において以下同じです。）、資産運用会

社と締結した資産運用委託契約の定めによ

り、取得又は譲渡報酬を支払います。かか

る報酬はその取得価格又は譲渡価格（売買

取引以外の場合には、出資金額や引受価格

等の当該特定資産の取得又は譲渡の対価と

なる価格）に0.8％を乗じた額（円単位未

満切捨て）及びこれに係る消費税相当額の

合計額とし、取得又は譲渡の日（所有権移

転等の権利移転の効果が発生した日）の属

する月の月末から３ヶ月以内に支払うもの

とします。

３）本投資法人が行う合併において、資産運

用会社が本投資法人の合併の相手方の保有

資産等の調査及び評価その他の合併に係る

業務を実施し、本投資法人が当該相手方の

保有する資産を合併により承継した場合に

は、本投資法人は資産運用会社に対し、資

産運用会社と締結した資産運用委託契約の

定めにより、合併報酬を支払います。かか

る報酬は本投資法人が承継する不動産等、

不動産対応証券、特定社債券又は不動産関

連ローン等資産の合併時における評価額に

0.4％を乗じた額（円単位未満切捨て）及

びこれに係る消費税相当額の合計額とし、

合併の効力発生日の属する月の月末から

３ヶ月以内に支払うものとします。

（３）本投資法人が行う合併において、資産運

用会社が本投資法人の合併の相手方の保有

資産等の調査及び評価その他の合併に係る

業務を実施し、本投資法人が当該相手方の

保有する資産を合併により承継した場合に

は、本投資法人は資産運用会社に対し、資

産運用会社と締結した資産運用委託契約の

定めにより、合併報酬を支払います。かか

る報酬は本投資法人が承継する不動産等、

不動産対応証券、特定社債券、不動産関連

ローン等資産又はインフラ等関連資産の合

併時における評価額に0.4％を乗じた額

（円単位未満切捨て）及びこれに係る消費

税相当額の合計額とし、合併の効力発生日

の属する月の月末から３ヶ月以内に支払う

ものとします。

 

（２）変更の年月日

　平成27年８月28日
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